
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
埼
玉
県
条
例
第
十
六
号
）
（
障
害
者
支
援
課
） 

一 

趣
旨 

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
に
基
づ
く
指
定
障

害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
等
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
改
正
に
伴
い
、

指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
に
係
る
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
改
定
等
す
る
た
め
の
改
正 

二 

内
容 

㈠ 

就
労
選
択
支
援
の
基
準
の
新
設 

㈡ 

共
同
生
活
援
助
の
支
援
内
容
の
拡
充 

㈢ 

障
害
者
支
援
施
設
に
お
け
る
地
域
移
行
等
意
向
確
認 

㈣ 

利
用
者
の
意
思
決
定
支
援
へ
の
配
慮 

㈤ 

地
域
連
携
推
進
会
議
の
設
置
又
は
外
部
の
者
に
よ
る
評
価
の
実
施
・
公
表 

㈥ 

新
興
感
染
症
発
生
時
の
対
応
の
取
り
決
め 

㈦ 

一
部
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
実
施
主
体
の
拡
充 

㈧ 

就
労
移
行
支
援
の
定
員
規
模
の
変
更 

㈨ 

そ
の
他
の
規
定
の
整
備 

三 

施
行
期
日 

 
 

令
和
六
年
四
月
一
日 

た
だ
し
、
㈠
に
つ
い
て
は
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
百
四
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲

げ
る
規
定
の
施
行
の
日 


